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市 法人市民税領収証書

上記のとおり通知します。（市町村保管）

上記のとおり領収しました。（納税者保管）

　 ので、切り離さずに提出してください。

年　　　　月　　　　日　

指 定 金 融
佐賀銀行　本店営業部機 関 名

（取りまとめ店）

納期限
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納期限 年　　　　月　　　　日　

合 計 額

百 十 円百

督促手数料
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法人税割額

均 等 割 額

億

上記のとおり納付します。

法人税割額 01

均 等 割 額 02
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間

市町村コード

口　　座　　番　　号 加　　　　入　　　　者

佐　賀

佐　賀

01700-8-960002 佐賀市会計管理者

年　度 法　人　番　号※　　処　　理　　事　　項

　所在地及び法人名　（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を
　課税標準とする市民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）
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口　　座　　番　　号 加　　　　入　　　　者

01700-8-960002 佐賀市会計管理者

年　度 ※　　処　　理　　事　　項 法　人　番　号

　所在地及び法人名　（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を
　課税標準とする市民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）
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百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

延 滞 金 03

督促手数料 04
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年　度 ※　　処　　理　　事　　項 法　人　番　号

　所在地及び法人名　（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を
　課税標準とする市民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）
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※この納付書をご利用される場合は、Ａ４版で印刷し、　　　　　　　　　の線に沿って切り取っていただき、３枚ともご記入の上、３枚１組の形で金融機関等へご提出してください。



１．

２．

３．

◎　納めることのできる金融機関

納期限までに税金が完納されないときは、そ
の翌日から税金完納の日までの期間の日数
に応じ税額に年１４．６％（納期限の翌日から
１月を経過する日までの期間は年７．３％（当
該期間のうち平成１２年１月１日以降の期間
については、当該期間の属する各年の前年
の１１月３０日を経過する時における日本銀
行法第十五条第一項第一号の規定により定
められる商業手形の基準割引率に年４％の
割合を加算した割合が年７．３％の割合に満
たない場合は、当該商業手形の基準割引率
に年４％の割合を加算した割合））の割合を
乗じて計算した延滞金がかかります。この場
合における年当たりの割合は閏年の日を含
む期間についても、３６５日当たりの割合で
す。

計算した延滞金に１００円未満の端数がある
とき、又はその全額が１，０００円未満である
ときはその端数金額又は全額を切り捨てま
す。

※※※※郵便局郵便局郵便局郵便局・・・・ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行ではおではおではおではお取取取取りりりり扱扱扱扱いできませんいできませんいできませんいできません。。。。

納期限内に納めてください。

◎　延滞金について

佐賀銀行、佐賀共栄銀行、
みずほ銀行、三井住友銀
行、親和銀行、福岡銀行、
西日本シティ銀行、長崎銀
行、佐賀信用金庫、佐賀東
信用組合、大川信用金庫、
佐賀県農業協同組合

中央三井信託銀行、九州労
働金庫、商工組合中央金
庫、佐賀県医師信用組合、
佐賀県信用農業協同組合
連合会、佐賀市中央農業協
同組合、佐賀県信用漁業協
同組合連合会

１の場合に、税額が１，０００円未満の端数が
あるとき、又はその全額が２，０００円未満で
あるときは、その端数金額又は全額を切り捨
てます。

銀　　行　　等

国内の銀行 佐賀市内の店舗のみ


